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特集　平成30年度市長施政方針

平成30年度 一般会計当初予算の概要

国庫支出金国庫支出金（14.0％）（14.0％）
60億6,724万8千円60億6,724万8千円

市債市債（6.2％）（6.2％）
26億8,450万円26億8,450万円

諸収入諸収入（2.3％）（2.3％）
10億1,214万6千円10億1,214万6千円

県支出金（県支出金（6.3％）6.3％）
27億119万2千円27億119万2千円

地方交付税地方交付税（4.8％）（4.8％）
20億7,000万円20億7,000万円

地方消費税交付金地方消費税交付金（6.2％）（6.2％）
27億円27億円

市税市税（49.8％）（49.8％）
215億3,130万7千円215億3,130万7千円

その他その他（7.5％）（7.5％）
32億3,110万7千円32億3,110万7千円

繰入金繰入金（2.9％）（2.9％）
12億4,750万円12億4,750万円

教育費教育費（9.9％）（9.9％）
42億8,720万6千円42億8,720万6千円

土木費土木費（9.1％）（9.1％）
39億3,984万3千円39億3,984万3千円

衛生費衛生費（9.0％）（9.0％）
39億499万7千円39億499万7千円

公債費公債費（8.4％）（8.4％）
36億1,357万6千円36億1,357万6千円

消防費消防費（4.9％）（4.9％）
21億3,920万7千円21億3,920万7千円

その他その他（3.4％）（3.4％）
14億4,978万2千円14億4,978万2千円

民生費民生費（43.0％）（43.0％）
186億1,363万6千円186億1,363万6千円

総務費総務費（12.3％）（12.3％）
52億9,675万3千円52億9,675万3千円

総額432億4千500万円総額432億4千500万円

歳　出

市の基本的な仕事をするための一般会計予算額は432億4千500万円
となり、前年度に比べ、2億2千900万円（0.5％）の増となりました

市民1人当たりに使われるお金は…　1年間で約28万4千円市民1人当たりに使われるお金は…　1年間で約28万4千円

　歳入の半分を占める市税は、緩やかな景気回復を背景
として、法人市民税は増収を見込む一方、固定資産税は、
評価替えの影響により、減収を見込みましたが、市税全体
では増額となりました。また、繰入金については、特定目的
基金を事業費へ活用したことにより、増額となりました。

　歳出の約4割を占める民生費は、社会保障関係費の
伸びなどにより増額となりました。また、総務費は、入
曽地区地域交流施設（仮称）整備事業に要する費用によ
り、労働費は、公共建築物解体事業に要する費用によ
り、それぞれ増額となりました。

　平成30年度の一般会計、特別会計の
当初予算と29年度下半期の予算執行
状況、財産や基金の状況を公表します。

狭山市の予算と財政状況を公表します

民生費 122,067円
●児童・高齢者・障害者などの
福祉・医療の充実　
●保育所の運営・
整備など

総務費 34,736円
●市の総括的な運営・管理
●広報、税務、戸籍事務など

教育費 28,115円
●小中学校・公民館・図書館・体
育施設・学校給食センターな
どの管理運営・改修など

衛生費 25,609円
●健康増進　●ごみの収集・
処理など

土木費 25,837円
●道路・橋りょう・公園・市営住
宅の整備・維持管理など

公債費　 23,697円
●銀行などからの借入金に対
する返済金

消防費 14,029円
●消防・防災など

その他 9,508円
●市議会の運営、商工業の振
興、農業・茶業の振興、観光の振
興、予備費など

日程5月1日㈫～7月31日㈫
場所市役所1階情報公開コーナー、
地区センター、図書館

歳　入歳　入

問合せ財政課へ内線7112

ホームページでも
ご覧いただけます

狭山市役所　財政 で検索
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危険！　
不法にごみを
捨てられる危険！　

樹木や雑草が生
い茂り、隣家や道
路にはみ出す

危険！　
不審者の侵入や、放
火による火災の危
険性が高まる

危険！　
建築物が傷むことで、屋
根材が飛散したり、雨ど
いが外れたりして、通行
人にけがをさせてしまう
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空き家を放置しておくと、こんな恐れが・・・
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44月月11日日

空き家等…常時使用され

ていない建築物や工作物

（敷地、立ち木なども含む）

適正な管理…空き家等の

劣化を抑え、機能を維持す

るための管理（住宅の補修、

通水、換気、清掃、除草、立木

竹の伐採、枝打ちなど）

危険！　
蚊やハチが発生し
たり、野生生物が住
みついたりする
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平成30年1月1日現在の人口平成30年1月1日現在の人口

152,487人を基準に算出152,487人を基準に算出


